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告 示
栃木県告示第314号
　令和元年度栃木県一般会計補正予算（第２号）等については、令和元（2019）年10月９日成立したので、そ
の要領を次のとおり公表する｡
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　令和元年度栃木県一般会計補正予算（第２号）
　　今回の補正予算は、引き続き厳しい財政状況の中、「とちぎ行革プラン2016」を踏まえつつ、安全で安心
な暮らしの実現など、県民生活に関わる緊要な課題等に適切に対処することとして編成したものである。
　　補正予算の総額は、23億41万円の増額となり、既定予算が8,054億200万円であったので、補正後の予算総
額は、8,077億241万円となった｡
　　歳入及び歳出の補正額の内訳並びに主な事業の内容は、それぞれ次のとおりである｡
⑴　歳入 （単位　千円）

款 既 定 予 算 額
（Ａ）

補 正 額
（Ｂ）

補 正 後
（Ａ＋Ｂ）
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１ 県 税 254,000,000 254,000,000

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 77,603,000 77,603,000

３ 地 方 譲 与 税 36,365,000 36,365,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 3,100,000 3,100,000

５ 地 方 交 付 税 120,800,000 120,800,000

６ 交通安全対策特別交付金 600,000 600,000

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 2,647,948 2,647,948

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 10,988,120 10,988,120

９ 国 庫 支 出 金 90,653,700 232,377 90,886,077

10 財 産 収 入 1,552,650 1,552,650

11 寄 附 金 191,080 191,080

12 繰 入 金 25,070,516 25,070,516

13 繰 越 金 1,016,357 567,433 1,583,790

14 諸 収 入 72,513,629 14,600 72,528,229

15 県 債 108,300,000 1,486,000 109,786,000

合 計 805,402,000 2,300,410 807,702,410

⑵　歳出 （単位　千円）

款 既 定 予 算 額
（Ａ）

補 正 額
（Ｂ）

補 正 後
（Ａ＋Ｂ）

１ 議 会 費 1,538,698 5,386 1,544,084

２ 総 務 費 34,842,233 34,842,233

３ 民 生 費 107,037,691 48,531 107,086,222

４ 衛 生 費 57,123,018 197,951 57,320,969

５ 労 働 費 2,471,550 10,440 2,481,990

６ 農 林 水 産 業 費 37,086,677 50,390 37,137,067

７ 商 工 費 55,400,557 242,194 55,642,751

８ 土 木 費 91,727,937 600,000 92,327,937

９ 警 察 費 44,640,014 14,453 44,654,467

10 教 育 費 186,646,464 1,131,065 187,777,529

11 災 害 復 旧 費 2,625,442 2,625,442

12 公 債 費 104,034,399 104,034,399

13 諸 支 出 金 79,727,320 79,727,320

14 予 備 費 500,000 500,000

合 計 805,402,000 2,300,410 807,702,410

⑶　歳出（性質別） （単位　千円）
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区 分 既 定 予 算 額
（Ａ）

補 正 額
（Ｂ）

補 正 後
（Ａ＋Ｂ）

１ 職 員 費 201,781,741 201,781,741

２ 公 共 事 業 費 57,284,462 135,500 57,419,962

３ 建 設 事 業 費 69,068,700 1,902,011 70,970,711

４ 公 債 償 還 費 104,034,399 104,034,399

５ 主 要 義 務 費 129,316,231 2,227 129,318,458

６ 税 交 付 金 等 79,727,320 79,727,320

７ 一 般 行 政 費 79,228,512 228,172 79,456,684

８ 受 託 事 務 費 2,514,225 2,514,225

９ 県 単 補 助 金 14,419,444 32,500 14,451,944

10 県 単 貸 付 金 57,891,600 57,891,600

11 災 害 復 旧 費 2,549,835 2,549,835

12 直 轄 事 業 負 担 金 7,585,531 7,585,531

合 計 805,402,000 2,300,410 807,702,410

部局別主要事業 （単位　千円）

事 業 名 予 算 額 説 明

〔環境森林部〕
１公 共 事 業 費 135,500 　（補正前）　　4,553,453　→（補正後）　　4,688,953

２県 単 公 共 事 業 費 50,000 　（補正前）　　　282,069　→（補正後）　　　332,069

〔保健福祉部〕
３高齢者施設非常用
　自家発電設備等整備
　支 援 事 業 費

3,383 　高齢者施設における非常用自家発電設備の整備等に対する助成
　１非常用自家発電設備（整備２箇所） 850
　　・補助率　国 1/2
　２ブロック塀（改修３箇所） 2,533
　　・補助率　国 1/2、県 1/4

〔産業労働観光部〕
４外 国 人 誘 客 支 援
　事 業 費

25,000 　市町等が行う外国人観光客の誘客推進に向けた取組に対する助
成
　・事 業 主 体　市町、市町観光協会等
　・補 助 率　1/2以内
　・補助限度額　1,000千円

５外 国 人 材 活 用
　イ ン バ ウ ン ド
　推 進 事 業 費

7,740 　外国人材を活用した、外国人観光客の誘客推進のための取組に
要する経費
　・委 託 先　(公社)栃木県観光物産協会
　・雇用人数　１名（中国語、英語）
　・事業内容　 海外の旅行会社に対する旅行商品造成促進、観光

資源の発掘・活用等

〔産業労働観光部・農
　政部・議会事務局〕
６ベトナム・タイに
　おけるとちぎの魅力

36,191 　ベトナム、タイにおけるトップセールス等に要する経費
　１県産品、観光トップセールス等 29,340
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　発 信 事 業 費 　　・対象国　ベトナム、タイ
　２農産物トップセールス等 6,851
　　・対象国　タイ

〔農政部〕
７牛肉輸出拡大緊急
　対 策 事 業 費

6,000 　新食肉センター開場を見据えた牛肉輸出拡大への取組に要する
経費
　１牛肉輸出体制支援事業費 2,500
　　・事業主体　(株)栃木県畜産公社
　　・補 助 率　1/2
　２牛肉輸出拡大調査事業費 3,500
　　・事業内容　流通ルート等の調査

８県 単 公 共 事 業 費 30,000 　（補正前）　　　247,420　→（補正後）　　　277,420

〔県土整備部〕
９県 単 公 共 事 業 費 300,000 　（補正前）　 13,761,078　→（補正後）　 14,061,078

10公共事業関連調査費 300,000 　防災・減災対策等の推進に向けた、交付金事業の円滑な導入等
のための測量、設計等に要する経費の補正
　  （補正前）　　  451,772　→（補正後）　　  751,772
　１道　　　路 200,000
　２河川・砂防 100,000

〔教育委員会事務局〕
11県立学校空調設備
　整 備 事 業 費

1,116,065 　児童生徒等の適切な学習環境を確保するための特別教室への空
調設備整備に要する経費
　１高等学校 792,609
　　・対象校　50校
　２特別支援学校 323,456
　　・対象校　12校

12県 立 学 校 施 設
　長寿命化推進事業費

15,000 　「栃木県立学校施設長寿命化保全計画」等に基づく県立学校施
設の計画的な改修に要する経費の補正
　（補正前）　　1,626,257　→（補正後）　　1,641,257
　１高等学校 10,000
　　・対象校　１校（設計）
　２特別支援学校 5,000
　　・対象校　１校（設計）

２　令和元年度栃木県流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）
　　流域下水道建設事業費について、繰越明許費を設定する必要があることから、令和元年度栃木県流域下水
道事業特別会計予算を補正したものである。
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第315号
　令和元年度栃木県一般会計補正予算（第３号）については、令和元（2019）年10月９日成立したので、その
要領を次のとおり公表する｡
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　令和元年度栃木県一般会計補正予算（第３号）
　　今回の補正予算は、本県への豚コレラの感染拡大防止に、迅速かつ適切に対処することとして編成したも
のである。
　　補正予算の総額は、４億788万円の増額となり、既定予算が8,077億241万円であったので、補正後の予算
総額は、8,081億1,029万円となった｡
　　歳入及び歳出の補正額の内訳並びに主な事業の内容は、それぞれ次のとおりである｡
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⑴　歳入 （単位　千円）

款 既 定 予 算 額
（Ａ）

補 正 額
（Ｂ）

補 正 後
（Ａ＋Ｂ）

１ 県 税 254,000,000 254,000,000

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 77,603,000 77,603,000

３ 地 方 譲 与 税 36,365,000 36,365,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 3,100,000 3,100,000

５ 地 方 交 付 税 120,800,000 120,800,000

６ 交通安全対策特別交付金 600,000 600,000

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 2,647,948 2,647,948

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 10,988,120 10,988,120

９ 国 庫 支 出 金 90,886,077 670 90,886,747

10 財 産 収 入 1,552,650 1,552,650

11 寄 附 金 191,080 191,080

12 繰 入 金 25,070,516 25,070,516

13 繰 越 金 1,583,790 407,210 1,991,000

14 諸 収 入 72,528,229 72,528,229

15 県 債 109,786,000 109,786,000

合 計 807,702,410 407,880 808,110,290

⑵　歳出 （単位　千円）

款 既 定 予 算 額
（Ａ）

補 正 額
（Ｂ）

補 正 後
（Ａ＋Ｂ）

１ 議 会 費 1,544,084 1,544,084

２ 総 務 費 34,842,233 34,842,233

３ 民 生 費 107,086,222 107,086,222

４ 衛 生 費 57,320,969 57,320,969

５ 労 働 費 2,481,990 2,481,990

６ 農 林 水 産 業 費 37,137,067 407,880 37,544,947

７ 商 工 費 55,642,751 55,642,751

８ 土 木 費 92,327,937 92,327,937

９ 警 察 費 44,654,467 44,654,467

10 教 育 費 187,777,529 187,777,529

11 災 害 復 旧 費 2,625,442 2,625,442

12 公 債 費 104,034,399 104,034,399

13 諸 支 出 金 79,727,320 79,727,320

14 予 備 費 500,000 500,000

合 計 807,702,410 407,880 808,110,290
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⑶　歳出（性質別） （単位　千円）

区 分 既 定 予 算 額
（Ａ）

補 正 額
（Ｂ）

補 正 後
（Ａ＋Ｂ）

１ 職 員 費 201,781,741 201,781,741

２ 公 共 事 業 費 57,419,962 57,419,962

３ 建 設 事 業 費 70,970,711 70,970,711

４ 公 債 償 還 費 104,034,399 104,034,399

５ 主 要 義 務 費 129,318,458 129,318,458

６ 税 交 付 金 等 79,727,320 79,727,320

７ 一 般 行 政 費 79,456,684 59,440 79,516,124

８ 受 託 事 務 費 2,514,225 2,514,225

９ 県 単 補 助 金 14,451,944 348,440 14,800,384

10 県 単 貸 付 金 57,891,600 57,891,600

11 災 害 復 旧 費 2,549,835 2,549,835

12 直 轄 事 業 負 担 金 7,585,531 7,585,531

合 計 807,702,410 407,880 808,110,290

　　部局別主要事業 （単位　千円）

事 業 名 予 算 額 説 明

〔環境森林部・農政
　部〕
豚コレラ感染防止
緊 急 対 策 事 業 費

407,880 　本県への豚コレラの感染拡大防止に要する経費
　１豚コレラ感染予防事業費 362,080
⑴車両消毒ゲート設置支援事業費 124,000　
　・事業主体　(公社)栃木県畜産協会
　・補 助 率　県 1/2以内
⑵防護柵設置支援事業費 224,440　
　・事業主体　(公社)栃木県畜産協会
　・補 助 率　 (独)農畜産業振興機構 1/2（直接）、県 1/4
⑶消石灰配布事業費 13,640　

　２野生イノシシ捕獲体制強化事業費 44,000
　３野生イノシシ検査事業費 1,800

（財政課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第316号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定に
より告示する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　保安林予定森林の所在場所
　　鹿沼市板荷字山神登6232-１
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２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　字山神登6232-１（次の図に示す部分に限る。）　所在の森林
イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置い
て縦覧に供する。）
Ⅱ
１　保安林予定森林の所在場所
　　鹿沼市加園字杓子沢2916から2918まで、2963から2965まで、3848から3852まで、3855、3856
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　字杓子沢2918・3848から3851まで（以上５筆について、次の図に示す部分に限る。）　所在の森林
イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置い
て縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第317号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

みやの杜クリニック 宇都宮市陽東２-４-５ 医療法人大香会
理事長　仲島　大輔

令 和 元
（2019）年
10月１日

精神通院医療

ふれあい薬局 宇都宮市五代２-１-６ 株式会社アインファーマ
シーズ
代表取締役　大石　美也

令 和 元
（2019）年
10月１日

精神通院医療
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オリオン薬局 宇都宮市平出町 400-
７

株式会社アインファーマ
シーズ
代表取締役　大石　美也

令 和 元
（2019）年
10月１日

精神通院医療

浅沼町薬局 佐野市浅沼町49-６ 有限会社ウィンクワースハ
ウス
代表取締役　柿澤　慶子

令 和 元
（2019）年
10月１日

精神通院医療

訪問看護ひなた 高根沢町宝積寺2336-
７

合同会社ＩＴＧ
代表社員　板垣　美穂

令 和 元
（2019）年
10月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第318号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

クスリのアオキ　大町
薬局

足利市大町531-１ 株式会社クスリのアオキ　
代表取締役　青木　宏憲

令 和 元
（2019）年
10月１日

育成医療及び
更生医療

たちばな薬局 大田原市中央２-13-
５

たちばな薬局
代表　津久井　康之

令 和 元
（2019）年
10月１日

育成医療及び
更生医療

大町調剤薬局 栃木市大町27-24 株式会社大町調剤薬局
代表取締役　大塚　容子

令 和 元
（2019）年
10月１日

育成医療及び
更生医療

花・花薬局　北茂呂店 佐野市北茂呂町10-６ 株式会社エフアンドエフ　
代表取締役　藤川　欣洋

令 和 元
（2019）年
10月１日

育成医療及び
更生医療

２　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

あおい訪問看護ステー
ション

足利市八幡町247-28 株式会社わたらせ看護サー
ビス
代表取締役　川田　由美

令 和 元
（2019）年
10月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第319号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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名 称 所 在 地 開 設 者 名
変 更
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

あおい訪問看護ステー
ション

足利市八幡町247-28
（足利市堀込町2556　
セレッソコート１階）

株式会社わたらせ看護サー
ビス
代表取締役　川田　由美

平 成 30
（2018）年
12月１日

精神通院医療

ＬＣ訪問看護リハビリ
ステーション

下野市医大前３-７-７
１Ｆ
（下野市駅東３-６-９
ロコビレッジ１Ｆ
3692・3693）

株式会社Life-Cue
代表取締役　吉田　優

令 和 元
（2019）年
８月26日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第320号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 辞 退
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

ＳＦＣ薬局　西城南店 小山市西城南６-３-13 クオール株式会社
代表取締役　荒木　勲

令 和 元
（2019）年
８月31日

育成医療及び
更生医療

レモン薬局 栃木市大平町西水代
1938-３

株式会社葵調剤
代表取締役　生駒　忠史

令 和 元
（2019）年
８月31日

育成医療及び
更生医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第321号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

西 沢 土 地 改 良 区 令和元（2019）年10月７日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第322号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定により次のとおり道路
の位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告す
る。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道路の延長
及 び 幅 員

指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

河内郡上三川町大字上三川字上野田
4622、4623-１の各一部、4622地先の
一部

延長34.36ｍ
幅員4.50ｍ

令 和 元
（2019）年
９月２日

宇 都 宮
土木事務所

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第323号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指
定（昭和52（1977）年７月27日第7021号）を次のとおり廃止したので、公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道路の延長
及 び 幅 員

廃 止
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

さくら市氏家字清水川馬場境3328-１ 延長148.40ｍ
幅員4.00ｍ

令 和 元
（2019）年
８月７日

大 田 原
土木事務所

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○令和２（2020）年度栃木県立産業技術専門校訓練生の募集
　令和２（2020）年度に入校する栃木県立産業技術専門校訓練生を次のとおり募集するので、栃木県立産業技
術専門校規則（昭和47年栃木県規則第36号）第９条の規定により公告する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　募集する訓練課程
　　普通職業訓練　短期課程（施設内コース）
２　募集予定人員

産業技術専門校名 所 在 地 等 訓 練 科 名 定員（人）

県北産業技術専門校 〒325-0001
那須郡那須町大字高久甲5226-24

電話　0287-64-4000

機 械 加 工 科 ５

Ｎ Ｃ 機 械 科 ５

観 光 サ ー ビ ス 科 ５

電 気 設 備 科 ５

県南産業技術専門校 〒329-4214
足利市多田木町76

電話　0284-91-0803

機 械 加 工 科 ５

Ｎ Ｃ 機 械 科 ５

電 気 設 備 科 ５

板 金 溶 接 科 ５

３　訓練期間及び応募資格

訓 練 科 名 訓練期間 入 校 月 応 募 資 格
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機 械 加 工 科 ６か月

４月 令和２（2020）年３月に高等学校卒業見込みの者

Ｎ Ｃ 機 械 科 ６か月

観 光 サ ー ビ ス 科 ６か月

電 気 設 備 科 １年

板 金 溶 接 科 ６か月

４　募集期間及び応募方法

訓 練 科 名 募 集 期 間 応 募 方 法

機 械 加 工 科

令和元（2019）年11月１日（金）から12月13日
（金）まで

入校を希望する産業技術専
門校に入校願書、志願理由
書、調査書等を添えて提出
する。

Ｎ Ｃ 機 械 科

観 光 サ ー ビ ス 科

電 気 設 備 科

板 金 溶 接 科

　※　定員に満たない場合は、追加募集を行う。
５　選考日、選考方法及び合格発表日
⑴　選考日

訓 練 科 名 選 考 日

機 械 加 工 科

令和元（2019）年12月18日（水）

Ｎ Ｃ 機 械 科

観 光 サ ー ビ ス 科

電 気 設 備 科

板 金 溶 接 科

⑵　選考方法
　　適性試験、面接及び志願理由書により選考する。
⑶　合格発表日
　　令和元（2019）年12月20日（金）
６　合格通知
　　各産業技術専門校長から本人に通知する。
７　その他
⑴　応募書類は、各県立産業技術専門校で配布する。
⑵　問合せ先
　　各県立産業技術専門校又は栃木県産業労働観光部労働政策課（電話　028-623-3237）

Ⅱ
１　募集する訓練課程
　　普通職業訓練　短期課程（施設内コース）
２　募集予定人員

産業技術専門校名 所 在 地 等 訓 練 科 名 定員（人）

県北産業技術専門校 〒325-0001
那須郡那須町大字高久甲5226-24

電話　0287-64-4000

機 械 加 工 科 ５

Ｎ Ｃ 機 械 科 ５

観 光 サ ー ビ ス 科 10
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電 気 設 備 科 10

県南産業技術専門校 〒329-4214
足利市多田木町76

電話　0284-91-0803

機 械 加 工 科 ５

Ｎ Ｃ 機 械 科 ５

電 気 設 備 科 10

板 金 溶 接 科 ５

３　訓練期間及び応募資格

訓 練 科 名 訓練期間 入 校 月 応 募 資 格

機 械 加 工 科 ６か月

４月 離転職者等

Ｎ Ｃ 機 械 科 ６か月

観 光 サ ー ビ ス 科 ６か月

電 気 設 備 科 １年

板 金 溶 接 科 ６か月

４　募集期間及び応募方法

訓 練 科 名 入 校 月 募 集 期 間 応 募 方 法

機 械 加 工 科

４月 令和２（2020）年２月３日（月）か
ら３月13日（金）まで

最寄りの公共職業安定所に
求職の申込みをし、入校を
希望する産業技術専門校に
入校願書、履歴書及び志願
理由書を提出する。

Ｎ Ｃ 機 械 科

観 光 サ ー ビ ス 科

電 気 設 備 科

板 金 溶 接 科

　※　定員に満たない場合は、追加募集を行う。
５　選考日、選考方法及び合格発表日
⑴　選考日

訓 練 科 名 入 校 月 選 考 日

機 械 加 工 科

４月 令和２（2020）年３月18日（水）

Ｎ Ｃ 機 械 科

観 光 サ ー ビ ス 科

電 気 設 備 科

板 金 溶 接 科

⑵　選考方法
　　適性試験、面接及び志願理由書により選考する。
⑶　合格発表日
　　令和２（2020）年３月23日（月）
６　合格通知
　　各産業技術専門校長から本人に通知する。
７　その他
⑴　応募書類は、各県立産業技術専門校及び各公共職業安定所で配布する。
⑵　問合せ先
　　各県立産業技術専門校又は栃木県産業労働観光部労働政策課（電話　028-623-3237）
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（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

水　 沼　 台
土 地 改 良 区 理　事 稲川　昌明 芳賀町西水沼913-３

令 和 元
（2019）.
９.８

〃 酒井　章夫 　〃　東水沼1685 〃

〃 黒崎　正一 黒崎　正一 　〃　　〃　146-２ 〃
令 和 元
（2019）.
９.９

〃 齋藤　友和 齋藤　友和 　〃　　〃　2050-17 〃 〃

〃 大島　秀樹 大島　秀樹 　〃　西水沼270 〃 〃

〃 石下　光男 石下　光男 　〃　東水沼837-１ 〃 〃

〃 阿久津　豊 阿久津　豊 　〃　西水沼989 〃 〃

〃 板橋　衆二 板橋　衆二 　〃　　〃　2030 〃 〃

〃 山口菊一郎 山口菊一郎 　〃　　〃　1120 〃 〃

〃 稲川　真一 稲川　真一 　〃　　〃　675 〃 〃

〃 元木　真一 　〃　　〃　817 〃

〃 土井　恒敏 　〃　東水沼1668-４ 〃

監　事 土井　恒敏   〃　　〃　〃
令 和 元
（2019）.
９.８

〃 酒井　和夫 酒井　和夫 　〃　　〃　439 〃
令 和 元
（2019）.
９.９

〃 荒井　和美 荒井　和美 　〃　西水沼1179 〃 〃

〃 酒井　章夫 　〃　東水沼1685 〃

佐　 野　 市
土 地 改 良 区 理　事 大島八寿文 佐野市馬門町1382

平 成 31
（2019）.
３.31

〃 谷　　正雄 　〃　大古屋町4539 〃

〃 和田　秀敏 　〃　免鳥町785 〃

〃 勝呂喜久男 　〃　君田町304 〃

〃 田島　成行 　〃　村上町861-２ 〃

〃 島田　一男 　〃　田島町467 〃
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理 事 黒田　庄一 佐野市高山町1675
平 成 31
（2019）.
３.31

〃 佐瀬　修一 　〃　鎧塚町201 〃

〃 栗原　　昇 　〃　伊保内町3898 〃

〃 稲垣　伝八 稲垣　伝八 　〃　飯田町572 〃
平 成 31
（2019）.
４.１

〃 小林　誠一 小林　誠一 　〃　大古屋町4312 〃 〃

〃 野村　春男 野村　春男 　〃　下羽田町990 〃 〃

〃 関口　光司 関口　光司 　〃　船津川町1763 〃 〃

〃 青村　　章 青村　　章 　〃　伊保内町5674 〃 〃

〃 山田　貞一 山田　貞一 　〃　越名町827 〃 〃

〃 阿部　博介 阿部　博介 　〃　高橋町210 〃 〃

〃 和田　　武 和田　　武 　〃　上羽田町493 〃 〃

〃 大竹　　明 大竹　　明 　〃　馬門町1655 〃 〃

〃 若田部紀国 若田部紀国 　〃　奈良渕町314-６ 〃 〃

〃 田村　次雄 田村　次雄 　〃　黒袴町772 〃 〃

〃 川田　恒夫 　〃　村上町848 〃

〃 兵藤　　勇 　〃　免鳥町498-６ 〃

〃 横山　敏郎 　〃　君田町267 〃

〃 関口　隆之 　〃　田島町424 〃

〃 小菅　喜市 　〃　大古屋町4507 〃

〃 小代　　定 　〃　伊保内町3949 〃

〃 安原　　茂 　〃　馬門町1380-１ 〃

〃 島田　　充 　〃　高山町1757 〃

〃 横倉　重藏 　〃　越名町782 〃

監　事 恩田　豊作 　〃　植下町407
平 成 31
（2019）.
３.31

〃 福地　正博 福地　正博 　〃　上羽田町889 〃
平 成 31
（2019）.
４.１

〃 関口　晋一 関口　晋一 　〃　船津川町1768 〃 〃

〃 三関　正宏 　〃　植野町1880-17 〃

足　 利　 市
わたらせ川左岸
土 地 改 良 区

理　事 阿部伝一郎 足利市多田木町546
平 成 31
（2019）.
３.31

〃 島田　昭男 佐野市村上町838 〃

〃 島田　清作 足利市大久保町1134-３ 〃
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理　事 岡田　一六 足利市大前町1078
平 成 31
（2019）.
３.31

〃 仙田　光男 　〃　山下町1900-３ 〃

〃 春山　和美 春山　和美 　〃　錦町4 〃
平 成 31
（2019）.
４.１

〃 菊地榮太郞 菊地榮太郞 　〃　山川町1004 〃 〃

〃 小林　勝雄 小林　勝雄 　〃　川崎町2322 〃 〃

〃 小野田勝男 小野田勝男 　〃　小俣町1036 〃 〃

〃 嶋田　重雄 嶋田　重雄 　〃　稲岡町495 〃 〃

〃 清水　　茂 清水　　茂 　〃　川崎町2257 〃 〃

〃 森山　幸二 森山　幸二 　〃　小俣町2321 〃 〃

〃 田野勝一郎 　〃　大前町175 〃

〃 本嶋　久雄 　〃　寺岡町32-１ 〃

〃 島田　久雄 佐野市村上町840 〃

〃 川田　　博 足利市大久保町925 〃

〃 増田　泰男 　〃　鹿島町454-３ 〃

監　事 増田　泰男 　〃　　〃　〃
平 成 31
（2019）.
３.31

〃 保足　　清 保足　　清 　〃　西場町471 〃
平 成 31
（2019）.
４.１

〃 平澤　文次 平澤　文次 　〃　迫間町807 〃 〃

〃 仙田　光男 　〃　山下町1900-３ 〃

　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の工事完了
　県営土地改良事業について次のとおり工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の
３第３項の規定により公告する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 完 了 年 月 日

県営那須北（上川漆塚）地区土地改良（農業用用排水施設）事業 平成28（2016）年３月29日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字石田字中原2022番６ 河内郡上三川町大字石田2023 小 平 友 美
小 平 一 輝

河内郡上三川町大字上三川字愛宕4726番10、
4726番47、4794番、4795番４、4795番５、4795
番６、4796番３、4796番４

宇都宮市戸祭元町３番10号 宇都宮農業協同組合

下都賀郡壬生町大字下稲葉字清郷内2074番３、
2073番５

下都賀郡壬生町落合二丁目12番６
号フォルシュＡ201

近 藤 里 沙

さくら市箱森新田字箱森596番１、597番１、
601番１、601番２、601番４

東京都荒川区荒川３丁目33番１号 株式会社白興

矢板市矢板字川原田88番、89番、90番、91番、
92番１、92番２、94番、95番１、97番１、98番
１、99番１、100番、101番、97番１地先
（開発行為に関する工事）
矢板市矢板字川原田87番の一部、95番２の一
部、95番１地先、95番３、96番の一部、94番地
先

埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２
番１号
埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２
番１号

株式会社カインズ

株式会社オートアー
ルズ

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①文書管理システム運用・保守業務委託一式　②栃木県経営管理部文書学事課　栃木県宇都宮市塙田１-
１-20　③購入等  ④令和元（2019）年９月20日　⑤株式会社エヌ・ティ・ティ・データ四国　愛媛県松山
市三番町４-９-６　⑥56,760,000円　⑦随意契約　⑨特例政令第11条第１項第２号
２　①コピー機用ファイアウォール機器一式　②栃木県警察本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20
③借入  ④令和元（2019）年９月13日　⑤株式会社ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の内３-４-１　⑥695,800
円（月額）　⑦一般競争入札　⑧令和元（2019）年８月２日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和元（2019）年10月18日

栃木県下水道管理事務所長　　菊　　池　　　　　浩　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K 2205 １種１号）第７回目　購入見込数量217㎘　②栃木
県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和元（2019）年９月19日　⑤両
毛丸善株式会社　栃木県足利市問屋町1535-12　⑥69.08円（１リットル単価）　⑦一般競争入札　⑧平成31
（2019）年１月15日　⑪最低価格

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


